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農家負担金軽減支援対策事業実施要領 

 

 

平成23年４月１日付け22農振第2305号 

（最終改正 令和７年４年１日付け６農振第2939号) 

 

 

 各 地 方 農 政 局 長 

 国 土 交 通 省 北 海 道 開 発 局 長 

 内 閣 府 沖 縄 総 合 事 務 局 長 

 独 立 行 政 法 人 水 資 源 機 構 理 事 長 

 国立研究開発法人森林総合研究所理事長 

 北 海 道 知 事  殿 

 株式会社日本政策金融公庫代表取締役総裁 

 沖 縄 振 興 開 発 金 融 公 庫 理 事 長 

 全 国 農 業 協 同 組 合 中 央 会 会 長 

 農 林 中 央 金 庫 理 事 長 

 全 国 土 地 改 良 事 業 団 体 連 合 会 会 長 

 

 

農林水産省農村振興局長  

 

第１ 趣旨 

農家負担金軽減支援対策事業実施要綱（平成 23 年４月１日付け 22 農振第 2304 号

農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。）に定める農家負担金軽減支援

対策事業（以下「軽減支援対策事業」という。）の実施の取扱いについては、要綱

によるほか、この実施要領によるものとする。 

 

第２ 事業の内容 

要綱第３の１に定める各事業の実施の取扱いについては、別紙１から別紙７まで

に定めるものとする。 

 

第３ 助成 

要綱第 22 の助成の対象となる経費は、次に掲げるものとする。 

１ 利子補給金等 

（１）要綱第３の１の（１）の事業に係る利子補給金 

（２）要綱第３の１の（２）、（４）、（５）、（６）及び（７）の事業に係る助成

金 

（３）要綱第３の１の（３）の事業に係る経営所得安定対策等支援資金 

２ 軽減支援対策事業の実施に必要な事務費 

（１）賃金 

（２）報償費 

（３）旅費 

（４）需用費 

（５）役務費 
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（６）委託料 

（７）使用料及び賃借料 

（８）備品購入費 

（９）給料、職員手当等 

（10）共済費 

（11）補償費 

（12）資材購入費 

（13）機械賃料 

 

第４ 補助金交付決定前の着手 

毎年度の事業の着手は、原則として、国からの補助金交付決定通知を受けて行う

ものとするが、当該年度において、やむを得ない事情により、補助金交付決定の前

に着手する必要がある場合には、その理由を具体的に明記した農家負担金軽減支援

対策事業交付決定前着手届（参考別記様式）をあらかじめ農林水産省農村振興局長

（以下「農村振興局長」という。）に提出するものとする。 

 

第５ 定義 

軽減支援対策事業における担い手の定義は、次に定める基準のいずれかを満たす

経営 体をいう。 

  １ 認定農業者 

  （１）農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号。以下「基盤強化法」とい

う。）第 12 条第１項に基づき、市町村から経営改善計画の認定を受けた経営体 

  （２）基盤強化法第 23 条第４項に規定する特定農業法人 

  ２ 認定新規就農者 

    基盤強化法第 14 条の４第１項に基づき、市町村から青年等就農計画の認定を受け

た経営体 

  ３ 基本構想水準到達者 

    年間農業所得、営農類型、経営規模等から判断して基盤強化法第６条第１項に規定

する基本構想における効率的かつ安定的な農業経営の指標の水準に達しているとみ

なせる経営体 

  ４ 集落営農経営 

   次のいずれかに該当する任意組織の集落営農経営 

 （１）基盤強化法第 23 条第４項に規定する特定農業団体 

 （２）複数の農業者により構成される農作業受委託組織であって、組織の規約を定め、

対象作物の生産・販売について共同販売経理を行っている集落営農組織 

 

第６ その他 

この実施要領に定めるもののほか、軽減支援対策事業の実施に関し必要な事項は、

別に定めるものとする。 

 

附 則（平成 23 年４月１日付け 22 農振第 2305 号） 

１ この通知は、平成 23 年４月１日から施行する。 

２ 土地改良負担金償還平準化事業実施要領（平成２年７月 20 日付け２構改Ｄ第 440 号

農林水産省農村振興局長通知）、土地改良負担金償還円滑化事業実施要領（平成２年

７月 20 日付け２構改Ｂ第 815 号農林水産省農村振興局長通知）、特別型国営事業計画

償還助成事業実施要領（平成２年７月 20 日付け２構改Ｄ第 443 号農林水産省農村振興
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局長通知）、独立行政法人水資源機構事業計画償還助成事業実施要領（平成 15 年 10

月１日付け 15 農振第 1413 号農林水産省農村振興局長通知）、担い手育成支援事業実

施要領（平成７年４月１日付け７構改Ｄ第 292 号農林水産省農村振興局長通知）、水

田・畑作経営所得安定対策等支援事業実施要領（平成 19 年４月２日付け 18 農振第

1818 号農林水産省農村振興局長通知）、災害被災地域土地改良負担金償還助成事業実

施要領（平成 19 年４月２日付け 18 農振第 1819 号農林水産省農村振興局長通知）及び

経営安定対策基盤整備緊急支援事業実施要領（平成 21 年４月１日付け 20 農振第 2266

号農林水産省農村振興局長通知）を廃止する。 

３ 平成 23 年度における平準化事業の事業実施主体は、平準化事業着手後速やかに、財

団法人全国土地改良資金協会から平準化利子補給積立金（土地改良負担金総合償還対

策事業実施要綱（平成 22 年４月１日付け 21 農振第 2412 号農林水産事務次官依命通

知）附則３の平準化利子補給積立金をいう。以下同じ。）の全額を譲受するものとす

る。 

４ 平準化事業の事業実施主体は、平準化利子補給積立金を金融機関への預金若しくは貯

金又はその他農村振興局長の承認を得た方法により運用するものとする。 

５ 平準化事業の事業実施主体は、平準化利子補給積立金の運用によって生じた果実を同

積立金に繰り入れるものとする。 

６ 平準化事業の事業実施主体は、平準化利子補給積立金は、要綱第７の２の（３）に基

づき平成 21 年度までに承認された利子補給に係る平成 23 年度以降の利子補給金（都

道府県が補助する額を除く。）の交付に充てるものとする。 

７ 平準化事業の事業実施主体は、毎年度の利子補給金の交付完了後、平準化利子補給積

立金の残額が、平成 21 年度までに承認された利子補給に係る利子補給金の翌年度以降

の交付見込み額の合計額を上回る場合には、その差額を翌年度の４月末日までに国に

納付するものとする。 

８ 平準化事業の事業実施主体は、平準化事業を中止し、又は廃止する場合においては、

速やかに農村振興局長に報告し、平準化利子補給積立金の扱いについてその指示を受

けるものとする。 

９ この要領により廃止される特別型国営事業計画償還助成事業実施要領及び独立行政法

人水資源機構事業計画償還助成事業実施要領に基づき認定された償還計画であって、

平成 23 年度以降も実施するものについては、この要領に基づき認定されたものとみな

す。 

10 平成 23 年度における経営安定対策基盤整備緊急支援計画の認定申請書の提出期限は、

別紙８の第５の２の（２）の規定にかかわらず、平成 23 年９月末日とする。 

 

附 則（平成 24 年４月６日付け 23 農振第 2651 号） 

 この通知は、平成 24 年４月６日から施行する。 

 

附 則（平成 25 年５月 16 日付け 25 農振第 415 号） 

 この通知は、平成 25 年５月 16 日から施行する。 

 

附 則（平成 26 年３月 28 日付け 25 農振第 2261 号） 

 この通知は、平成 26 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 27 年４月９日付け 26 農振第 2217 号） 

 この通知は、平成 27 年４月９日から施行する。 
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附 則（平成 28 年４月１日付け 27 農振第 2386 号） 

 この通知は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 29 年３月 31 日付け 28 農振第 2060 号） 

 この通知は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成 30 年３月 30 日付け 29 農振第 1962 号） 

 この通知は、平成 30 年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和３年４月１日付け２農振第 3703 号） 

 この通知は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和４年３月 31 日付け３農振第 2958 号） 

 この通知は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和５年３月 31 日付け４農振第 3486 号） 

１ この通知は、令和４年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正前の本要領別紙５の第１の１の（１）及び別紙７の第１の１の

（１）に規定する人・農地プラン及び中心経営体については、令和７年３月 31 日まで

の間、なお従前の例によることができるものとする。 

 

附 則（令和６年４月１日付け５農振第 3197 号） 

１ この通知は、令和６年４月１日から施行する。 

２ この通知による改正前の農家負担金軽減支援対策事業実施要領に基づいて実施してい

る事業については、なお従前の例による。 

３ この通知による改正前の農家負担金軽減支援対策事業実施要領別紙５の第１の１の

（２）①及び別紙７の第１の１の（２）①に規定する持続性の高い農業生産方式の導

入の促進に関する法律第４条に基づき導入計画の認定を受けた者については、当該導

入計画が効力を有する間は、なお従前の例によることができるものとする。 

 

附 則（令和７年４月１日付け６農振第 2939 号） 

１ この通知は、令和７年４月１日から施行する。 

２ 令和７年度における保全強化支援計画の認定申請書の提出期限は、別紙７の第５の２

の規定にかかわらず、令和７年 12 月末日とする。 
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参考別記様式 

番   号   

年 月 日   

 

 農林水産省農村振興局長 殿 

 

住所       

団体名      

代表者名     

 

 

 年度農家負担金軽減支援対策事業交付決定前着手届 

 

 

  年度に割当内示のあった標記事業について、以下の条件を了承の上、補助金交付決定

前に下記のとおり着手したいので、農家負担金軽減支援対策事業実施要領（平成 23 年４

月１日付け 22 農振第 2305 号農林水産省農村振興局長通知）第４に基づき提出します。 

 

記 

 

  １ 着手予定年月日 

 

  ２ 補助事業交付決定前着工を必要とする理由 

 

 

 

（条件） 

 補助金交付決定を受けた交付金額が交付申請額又は交付申請予定額に達しない場合にお

いても、異議がないこと。 

 

 


